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衆
議
院
議
員
市
村
浩
一
郎
君
提
出
地
方
財
政
と
下
水
道
整
備
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

下
水
道
の
整
備
は
、
都
市
の
健
全
な
発
達
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
公
共
用
水
域
の
保
全
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
お
い
て
、
下
水
道
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、

維
持
そ
の
他
の
管
理
は
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
公
共
下
水
道
の
使
用
料
に
関
し
て
は
、
公
共
下
水

道
の
使
用
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
が
特
定
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
使
用
に
よ
っ
て
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
か
ら
、

公
共
下
水
道
の
管
理
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
全
額
を
公
費
に
よ
り
負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
を
使
用
者
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
、
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
条
例
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
使
用
料
は
、
同
条
第
二
項
の
原
則
に
よ

っ
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

下
水
道
の
使
用
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
事
業
の
長
期
的
な
経
営
計
画
を
作
成
し
、
当
該
経
営
計
画
の
期
間
内
に

お
い
て
、
使
用
料
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
等
の
収
入
と
資
本
費
及
び
維
持
管
理
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
収
支
の
均
衡
を

一



図
り
、
使
用
料
の
水
準
を
適
正
に
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
対
し
助
言
等
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
長
期
的
な
経
営
計
画
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、
維
持
管
理
費
等
の
具
体
的
な
金
額
に
つ

い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
が
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

下
水
道
事
業
の
新
規
採
択
時
評
価
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

八
十
六
号
）
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
に
お
い
て
、
行
政
機
関
は
、
そ
の
所
掌
に
係
る
政
策
に
つ
い
て
、

適
時
に
、
そ
の
政
策
効
果
を
把
握
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
必
要
性
、
効
率
性
、
有
効
性
等
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
費
用
効
果
分
析
の
結
果
、
他
の
汚
水
処
理
施
設
と
の
役
割
分

担
等
に
関
す
る
指
標
に
基
づ
い
て
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
事
業
計
画
（
以
下
「
事
業
計

画
」
と
い
う
。
）
の
記
載
事
項
の
説
明
に
際
し
、
事
業
に
必
要
な
財
源
の
確
保
の
見
通
し
を
示
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

夕
張
市
の
資
料
に
よ
る
と
、
下
水
道
に
よ
る
汚
水
処
理
に
関
し
、
建
設
事
業
費
の
総
額
は
六
十
六
億
八
千
万
円
、
平
成
十

六
年
度
に
お
け
る
管
理
費
は
三
億
二
千
万
円
（
う
ち
、
維
持
管
理
費
は
九
千
八
百
万
円
、
地
方
債
元
利
償
還
費
は
二
億
二
千

二
百
万
円
）
、
料
金
収
入
は
六
千
万
円
、
標
準
的
な
一
般
家
庭
（
一
月
当
た
り
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
使
用
す
る
場
合
）
の

下
水
道
使
用
料
年
額
は
三
万
五
千
円
及
び
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
管
理
費
と
料
金
収
入
の
差
額
の
累
計
額
は
二
十

一
億
三
千
九
百
万
円
で
あ
る
。

下
水
道
の
使
用
料
の
「
標
準
世
帯
で
年
額
い
く
ら
」
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、

長
期
的
な
経
営
計
画
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、
維
持
管
理
費
等
の
具
体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、
夕
張
市
が
設

定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

汚
水
処
理
経
費
の
う
ち
使
用
料
収
入
で
賄
わ
れ
て
い
る
割
合
は
、
下
水
道
の
利
用
の
状
況
等
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
る

が
、
平
成
十
六
年
度
の
決
算
（
総
務
省
に
お
い
て
調
査
し
て
い
る
地
方
公
営
企
業
決
算
統
計
の
数
値
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、

計
画
処
理
人
口
が
一
万
五
千
人
以
上
二
万
五
千
人
未
満
の
公
共
下
水
道
事
業
の
使
用
料
収
入
は
、
汚
水
処
理
経
費
の
約
三
割

三



に
相
当
す
る
金
額
と
な
っ
て
お
り
、
約
七
割
に
相
当
す
る
金
額
が
他
会
計
繰
入
金
等
と
な
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
六
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
〇
九
号
）
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
指
導
文
書
」
に
お

い
て
示
し
た
下
水
道
経
営
に
関
す
る
留
意
事
項
等
に
係
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
か
ら
報
告
を
受
け
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
指
導
文
書
」
の
発
出
以
降
、
新
た
に
中
期
経
営
計
画
の
策
定
、
企
業
会
計
の
導
入
に
よ
る
財
務
諸

表
の
作
成
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
へ
の
掲
載
に
よ
る
下
水
道
事
業
の
経
営
状
況
の
公
表
等
を
行
っ
た
地
方
公
共
団
体
が

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

八
の
ア
に
つ
い
て

下
水
道
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
下
水
道
の
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
等
が
特
別
の
事
情

に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、排
水
設
備
の
設
置
の
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
公
共
下
水
道
管
理
者
が
当
該
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
等
が
排
出
す
る
下
水
が
、
当
該

排
水
区
域
の
公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
水
質
の
基
準
（
下
水
道
法
第
八
条
に
規
定
す
る
放
流
水
の
水
質
の
基
準
を
い

う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
国
か
ら
助
言
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四



八
の
イ
に
つ
い
て

汚
水
処
理
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
効
率
的
か
つ
適
正
な
整
備
手
法
を
選
定

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
整
備
手
法
の
選
定
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
下
水
道
に
よ
り
汚
水
処
理

を
行
う
区
域
と
し
て
予
定
処
理
区
域
を
事
業
計
画
に
定
め
、
下
水
道
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
計
画
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る

認
可
基
準
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、
事
業
計
画
は
認
可
さ
れ
る
。

五


